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政
令
第

号

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
の
整

備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
､
会
社
法

(平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
)
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
抵
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
)
の
施
行
に
伴
い
､
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
､
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
｡

(労
働
組
合
法
施
行
令
の

一
部
改
正
)

第

一
条

労
働
組
合
浜
施
行
令

(昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十

一
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
条
第
二
号
中

｢主
た
る
事
務
所
｣
の
下
に

｢
の
所
在
場
所
｣
を
加
え
る
｡

第
十

一
条
中

｢か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
､
第
二
十
六
条
､
第
五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
､
第
百
七
条

か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
百
十
四
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
｣
を

｢か
ら
第
十
四
号
ま
で
､
第
二
十
六
条
､
第
二
十

七
条
､
第
五
十

一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
､
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
三
十
九
条
か
ら
第
百

四
十
八
条
ま
で
｣
に
改
め
る
｡

(食
品
衛
生
法
施
行
令
及
び
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正
)



第
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中

｢営
業
報
告
書
又
は
｣
を
削
る
｡

一

食
品
衛
生
法
施
行
令

(昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
)
第
二
十
七
条
第

一
項

二

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(平
成
三
年
政
令
第
五
十
二
号
)
第
十
四
条
第

l
項

(厚
生
年
金
基
金
令
の

1
部
改
正
)

第
三
条

厚
生
年
金
基
金
令

(昭
和
四
十

一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第

一
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢資
本
｣
を

｢資
本
金
｣
に
改
め
る
｡

第
四
十

一
条
の
三
第

一
号
中

｢営
業
｣
を

｢事
業
｣
に
改
め
､

｢
に
係
る
事
業
｣
を
削
る
｡

(勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
の

一
部
改
正
)

第
四
条

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令

(昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
)
の

1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
･

第
二
条
第
三
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

三

長
期
信
用
銀
行
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
)
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
長
期
信
用
銀
行
債
又
は
金
融
機

関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
浜
律

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
)
第
八
条
第

1
項

(同
法
第
五
十
五
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
の
規
定
に
よ
る
特
定
社
債

(会
社
法
の
施
行
に
伴
-
関
係
法
律
の
整
備
等
に



関
す
る
法
律

(平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
)
第
二
百
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第

一

項
に
規
定
す
る
普
通
銀
行
で
同
項

(同
法
第
二
十
四
条
第

一
項
第
七
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
.
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
｡
)
の
認
可
を
受
け
た
も
の
の
発
行
す
る
同
法
第
十
七
条
の
二
第

一
項
の
債
券
を
含
む
｡
)

第
十
四
条
の
二
十
三
第
五
号
中

｢営
業
又
は
｣
を
削
る
｡

Gi-

第
三
十
五
条
第

一
項
第
二
号
イ
1
中

｢資
本
｣
を

｢資
本
金
｣
に
改
め
る
｡

(賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正
)

第
五
条

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
五
十

一
年
政
令
第
百
六
十
九
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
｡

第
二
条
第

一
項
中

｢第
五
号
｣
を

｢第
四
号
｣
に
改
め
､
第
二
号
を
削
り
､
第
三
号
を
第
二
号
と
し
､
第
四
号
を
第
三
号

と
し
､
同
項
第
五
号
中

｢前
各
号
｣
を

｢前
三
号
｣
に
改
め
､
同
号
を
同
項
第
E
]号
と
し
､
同
条
第
二
項
中

｢資
本
｣
を

｢

資
本
金
｣
に
改
め
る
｡

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢前
条
第

一
項
第
五
号
｣
を

｢前
条
第

一
項
第
四
号
｣
に
､

｢第
四
号
｣
を

｢第
三
号



｣
に
改
め
､
同
条
第

一
号
中

｢第
四
号
｣
を

｢第
三
号
｣
に
改
め
､

｢､
整
理
開
始
｣
及
び

｢
又
は
特
別
清
算
開
始
の
命
令

｣
を
削
り
､

｢当
該
決
定
又
は
命
令

(当
該
命
令
が
商
法

(明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
)
第
四
百
三
十

一
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
八
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
き
は
､
当
該
通
告
)
が

あ

っ
た
日
と
し
､
裁
判
所
が
同
法
第
三
百
八
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
基
づ
き
職
権
で
整
理
開
始
の
命
令
を
し

た
と
き
は
当
該
通
告
｣
を

｢､
当
該
決
定
｣
に
改
め
､
同
条
第
二
号
中

｢前
条
第

-
項
第
五
号
｣
を

｢前
条
第

l
項
第
四
号

｣
に
改
め
る
｡

第
五
条
中

｢第
二
条
第

一
項
第
五
号
｣
を

｢第
二
条
第

一
項
第
四
号
｣
に
改
め
る
｡

(中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の

一
部
改
正
)

第
六
条

中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す

る
法
律
施
行
令

(平
成
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
)
の

1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

第

一
条
第

一
項
並
び
に
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中

｢資
本
｣
を

｢資
本
金
｣
に
改
め
る
｡

(確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の

一
部
改
正
)



第
七
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令

(平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
四
十
八
条
中

｢担
保
附
社
債
信
託
法
｣
を

｢担
保
付
社
債
信
託
法
｣
に
改
め
る
｡

(確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
の

一
部
改
正
)

第
八
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令

(平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
)
の

1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
O

第
四
十
九
条
第

一
号
中

｢営
業
｣
を

｢事
業
｣
に
改
め
､

｢に
係
る
事
業
｣
を
削
る
｡

第
五
十
五
条
中
第

一
号
を
削
り
､
第
二
号
を
第

一
号
と
し
､
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
｡

附

則

(施
行
期
日
)

第

一
条

こ
の
政
令
は
､
会
社
法
の
施
行
の
日

(平
成
十
八
年
五
月

一
日
)
か
ら
施
行
す
る
｡

(賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
浜
律
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

～

正
前
の
商
法

(明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
)
第
三
百
八
十

l
条
第

1
項
に
基
づ
く
申
立
て
が
あ

っ
た
場
合
で
あ

っ
て

当
該
申
立
て
に
基
づ
き
こ
の
政
令
の
施
行
前
若
し
く
は
施
行
後
に
整
理
開
始
の
命
令
が
あ

っ
た
と
き
､
又
は
こ
の
政
令
の
施



行
前
に
同
条
第
二
項
に
基
づ
く
通
告
が
あ

っ
た
場
合
で
あ

っ
て
当
該
通
告
に
基
づ
き
こ
の
政
令
の
施
行
前
若
し
く
は
施
行
後

に
整
理
開
始
の
命
令
が
あ

っ
た
と
き
に
お
け
る
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
演
律

(昭
和
五
十

一
年
法
律
第
三
十
四
号

)
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
二
条
第

一
項
及
び
第
三
条
第

一
号
の
規
定
は
､
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
｡

2

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
会
社
牡
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
商
法
第
四
百
三
十

一
条
第

一
項
に
基
づ
き
裁
判
所
が
職
権
で
特
別
清
算
開
始
の
命
令
を
し
た
場
合
､
又
は
こ
の
政
令
の
施

行
前
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
八
十

一
条
第
二
項
に
基
づ
く
通
告
が
あ

っ
た
場
合
で
あ

っ
て
当
該
通

告
に
基
づ
き
こ
の
政
令
の
施
行
前
若
し
く
は
施
行
後
に
特
別
清
算
開
始
の
命
令
が
あ

っ
た
と
き
に
お
け
る
賃
金
の
支
払
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第

t
号
の
規
定
は
､
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
｡



理

由

会
社
法
及
び
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
､
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
の
規
定

の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡


